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　町では、震災時の家具などの転倒に
よる人的被害を最小限に抑えることを
目的として、家具転倒防止器具助成事
業を実施しています。
※器具の支給は先着順とし、今年度の予
　定数に達した時点で受付を終了します。
※この事業は、平成21年度から23年度
　の 3年間で行います。
対象世帯
　町内に住所があり、住居に家具転倒
防止器具を設置しようとする世帯
支給内容
　家具の転倒を防止するための突っ張
り棒や耐震金具等を無償で支給します。
※支給器具や支給の上限については、
　地域振興課、武蔵野・元狭山コミュ
　ニティセンターにあるパンフレット
　および家具転倒防止器具等支給申
　請書をご覧ください。なお、支給
　は一世帯につき1回限りです。
申込み
　9月30日㈬までに支給申請書に必要
事項を記入し、直接地域振興課地域安
全係へお申し込みください。

支給器具の例

▼突っ張り棒

▲家具転倒防止板

※突っ張り棒の支給を希望される方
　は、家具と天井の間の寸法をご確
　認の上、お申し込みください。
※申請内容の審査を行い、支給の可否
　を決定し通知します。支給決定後、
　器具を自宅へお届けします。
※地震の規模や家屋の状況によっては
　効果が得られない場合があります。
器具の取付
　次の世帯には、支給する器具の取り
付けも無償で行います。
⑴65歳以上の高齢者のみの世帯
⑵要介護認定を受けている方のいる世帯
⑶身体障害者手帳をお持ちの方のいる
　世帯
⑷愛の手帳または療育手帳をお持ちの
　方のいる世帯
⑸精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
　方のいる世帯
⑹難病医療費助成を受けている方のい
　る世帯
※申請書を受け付け後、町指定業者が
　ご自宅に伺い、器具の取り付け調査
　および取り付けを行います。 ▲ベルト式耐震金具

補
助
板
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ワーク・ライフ・バランスで仕事も生活ももっと充実

　このように、ワーク・ライフ・バランスがとれると、事業所と従業員に良い関係が現れます。この関係を、ワーク・ラ
イフ・バランスの先進国イギリスでは「ＷＩＮ－ＷＩＮの関係」と表現しています。事業所と従業員、ひいてはその家族
までが共に幸せになる関係、つまりどちらにも利があるという意味です。
　従業員の一層の活躍と会社のさらなる成長に向けて、従業員も事業所も共に元気なワーク・ライフ・バランスへ
の取り組みで好循環を生み出すメカニズムを作りましょう。

　「仕事」と、子育てや介護、地域活動などの「仕事以外の生活」の調和がとれ、その両方が充実している状態を、
「ワーク・ライフ・バランス」がとれている状態といいます。これは、個人だけの力だけではなく、事業所全体での取
り組みが重要となります。
　事業所におけるワーク・ライフ・バランスのゴールをイメージしてみましょう。

問合せ　企画財政課　　557―7469男女共同参画川柳募集中 

時間効率を意識して
働く／仕事以外の生活
経験を活かして働く

生産性・仕事の
質が高まる／
人が育つ

業績が良くなる／
仕事と仕事以外の
生活が充実する

外部（求職者や
投資家など）から
の評価が良くなる

良い人材が
入ってくる

従業員が仕事と
仕事以外の生活
を両立しやすい
環境とは

（詳しくは6月号をご覧いただ
くか、お問い合わせください）

平成21年4月から6月の

航空機騒音測定結果
　　　　　　　　　　（町の測定結果）

【測定条件】　騒音レベル70dB以上の騒音を測定

設置場所　箱根ケ崎民家（箱根ケ崎駅西地区）
月　　  回数　日平均   ヘリコプター回数 （割合）　最高  欠測等
4月   1,008回   33.6回　39回（  3.9％）  113.6ｄB   無
5月    974回   31.4回　32回（  3.3％）  108.6dB   無
6月    918回   30.6回　38回（  4.1％）  111.5dB   無

設置場所　役場（箱根ケ崎2335）

4月     159回    5.3回　   6回（  3.8％）   97.6dB   無
5月     147回    4.7回　   7回（  4.8％）   96.3dB   無
6月     118回    3.9回   24回（20.3％）   99.2dB   無

月　　  回数　日平均   ヘリコプター回数 （割合）　最高  欠測等

町ホームページには詳細なデータを
掲載しています。

問合せ　秘書広報課　　557―7476
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を散歩するときのルールを守ろう犬犬犬
　最近、犬の散歩に関して、飼い主のモラルへの苦情・相談が多くなっています。
　ルールを守って、飼う人も飼わない人も気持ちの良いお付き合いができるよう、ご協力ください。

　トイレは散歩の前に自宅で済ませ
ましょう。散歩中にふんをしてしまっ
たときは、きちんと自宅まで持ち帰る
ことが飼い主の責任です。

ふんは必ず持ち帰ります

　電柱や他人の家の壁などにおしっ
こをしてしまった場合は、すぐに水で
流すことが飼い主としてのマナーで
す。

電柱などにしたおしっこは水で流します

　東京都の条例により、原則犬を放
すことは禁止されています。
　よくしつけられた犬や、小さな犬で
あっても、「犬が苦手・怖い」と思う人
がいます。リードでつなぐことはもち
ろん、犬のとっさの行動に対応できる
よう、リードは短めに持って散歩する
ことが大切です。

犬をリードでつなぎます

問合せ　生活環境課　　557―0544

一〜
四

省略

（飼い主の遵守事項）
第７条　飼い主は、動物を適正に飼養し、又は保
　　管するため、次に掲げる事項を守らなければ
　　ならない。

　　五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内
 外を常に清潔にすること。
　　六 公共の場所並びに他人の土地及び物件
 を不潔にし、又は損傷させないこと。

　　～以下省略～

こんな決まりが
あります！！

〈東京都動物の愛護及び  
　管理に関する条例〉より
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ノー（NO）レジ袋・マイバッグキャンペーン

レジ袋の削減及びマイバッグ持参促進に関する協定
　ごみ減量のために、循環型社会の課題である排出抑制を目指して住民の方に「レジ袋の削減」､「マイバッグ
持参促進」などを呼び掛けていきます。皆さんのご協力をお願いします。

参 加 事 業 者 紹 介

　キャンペーンにご理解、ご賛同していた
だける町内事業者（スーパー等の小売店）
を募集しています。

問合せ　生活環境課　　557―7706

西村電機商会（箱根ケ崎２２５６番地２）
取組内容
　環境に配慮した商品の販売促進

山田薬品（箱根ケ崎１８１番地）
取組内容
　声掛け運動の徹底、使用袋サイズの適正化

菓子処　荻野屋（箱根ケ崎２３１７番地）
取組内容
　使用袋サイズの適正化、声掛け運動の徹底、
　レジ袋・包装材の軽量化、ポイントカードの導入 協定参加事業者

募集中！

　省エネ製品
をより一層推
進していきま
す。
　お気軽にご
相 談 く だ さ
い。

　私たちも住民の皆
さんと協力して、ご
みの排出抑制に努め
ていきます。
　声掛け運動をする
とともに、小さいこ
とからこつこつ頑張
ります。

　できるだけ簡易包
装に努めていきます
ので、遠慮なくお声
掛けください。
　皆さんのご協力を
お願いいたします。
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